
大日堂の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大日堂の設置及び管理に関する条例（令和５年笠間市条

例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （拝観の申込み） 

第２条 条例第５条の規定による拝観の申込みは、拝観しようとする日の５日

前までに行うものとする。 

（拝観料の減免） 

第３条 条例第８条の規定により拝観料を減額し、又は免除する場合及びその

額は、別表第１によるものとする。 

２ 前項の規定による拝観料の減額又は免除を受けようとする者は、大日堂拝

観料減免申請書（様式第１号。以下「減免申請書」という。）を笠間市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。ただし、

別表第１の２の項から７の項までのいずれかの場合にあっては、その旨を証

する書類等の提示をもって、減免申請書の提出に代えることができる。 

３ 教育委員会は、前項の規定する減免申請書の提出があったときは、その内

容を審査し、適当であると認めるときは、大日堂拝観料減免決定通知書（様

式第２号）により当該申請をしたものに通知するものとする。 

（拝観料の返還） 

第４条 条例第８条の規定により拝観料を返還できる場合及びその額は、別表

第２によるものとする。 

２ 前項の規定による拝観料の返還を受けようとする者は、拝観日から７日以

内に、大日堂拝観料返還申請書（様式第３号）を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

（施設毀損の届出等） 

第５条 大日堂を拝観した者は、大日堂の文化財、建物又は施設等を汚損し、

毀損し、又は亡失したときは、速やかにその理由を付して教育委員会に届け

出て、教育委員会の指示を受けなければならない。 



（その他） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

区分 減免額 

１ 笠間市又は笠間市教育委員会が主催する事業に使用する

とき。 

全額 

２ 笠間市内に住所を有し、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校に

在籍する児童又は生徒が拝観する場合 

全額 

３ 笠間市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特

別支援学校に在籍する児童若しくは生徒又はその引率をす

る教職員等が、教育課程に基づく教育活動の一環として拝観

する場合 

全額 

４ 茨城県内（笠間市内を除く）の小学校、中学校、義務教育

学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門

学校に在籍する児童若しくは生徒又はその引率をする教職

員等が、教育課程に基づく教育活動の一環として拝観する場

合 

半額 

５ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

及びその付添人１人が拝観する場合 

全額 

６ 知的障害者で都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都市の

市長から療育手帳の交付を受けている者及びその付添人１

人が拝観する場合 

全額 



７ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人１人が拝観

する場合 

全額 

８ その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 教育委員会がそ

の都度決定する

額 

 

別表第２（第４条関係） 

区分 返還額 

１ 天災その他入場者の責めに帰さない事由により、大日堂を

拝観することができなくなった場合 

全額 

２ その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 教育委員会がそ

の都度決定する

額 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

    年  月  日 

 

大日堂拝観料減免申請書 

 

あて先 笠間市教育委員会 

 

団 体 名                

住 所                

申請者 代表者名                

連 絡 先                

担 当 者      電話        

 

 

 

 大日堂の設置及び管理に関する条例第８条に規定する拝観料の減免を受けた

いので、次のとおり申請します。 

拝 観 目 的 
 

拝観人数 人 

拝 観 日 時 年  月  日（ ）午前・午後  時 

減額又は免除

申請の理 由 
 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

大日堂拝観料減免決定通知書 

 

    年  月  日 

 

                 様 

 

笠間市教育委員会  ㊞ 

 

 

 

 年 月 日付けで申請のあった拝観料の減免申請について、次のとおり決定

したので通知する。 

 

拝観人数  大人  人   小人   人 

拝 観 日 年  月  日（ ） 

減免の理由  

免除・一部免除 

免除額         円 

 

一部免除額       円 

 



様式第３号（第４条関係） 

    年  月  日 

 

大日堂拝観料還付申請書 

 

あて先 笠間市教育委員会  

 

団 体 名                

住 所                

申請者 代表者名                

連 絡 先                

担 当 者      電話        

 

 

 大日堂の設置及び管理に関する条例第９条の規定により、次のとおり拝観料

の返還を申請します。  

申 請 理 由  

拝 観 日 年   月   日（  ） 

既納拝観料           円 

返還申請額           円 

返還処理事項 

 □大日堂の設置及び管理に関する条例第９条本文の規定により返還し

ない。 

 □大日堂の設置及び管理に関する条例第９条ただし書の規定に該当す

るため返還する。 

 


